
宇治浄水場 

木津浄水場 

乙訓浄水場 

オゾン 

宇治浄水場  高度浄水処理 

オゾン処理 

【資料1-2-⑤ ビジョン検討部会委員名簿】

部会長 西 垣 泰 幸 龍谷大学経済学部教授

委 員 池 淵 周 一 京都大学名誉教授

委 員 伊 藤 禎 彦 京都大学大学院工学研究科教授

委 員 太 田 達 也 京都市上下水道サービス協会理事長

委 員 小 林 千 春 同志社大学経済学部教授

委 員 佐 藤 裕 弥 浜銀総合研究所シニアフェロー

委 員 佐 藤 陽 子 新日本有限責任監査法人公認会計士

委 員 田 中 宏 明 京都大学流域圏総合環境質研究センター教授

委 員 田 野 照 子 八幡市女性会会長

委 員 山 田 淳 立命館大学名誉教授
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［資料2-1-① 給水人口と水需要の推移］

a 水 需 要 の 見 通 し

² 府営水道が供給する水量は、各受水市町の水需要の動向と府営水受水割合（計
画）に大きく左右されます。（資料2-1-①）

平成３４年度までに施設の老朽化や水源水質の悪化等による自己水から府営水へ

の大幅な転換等がないことを受水市町に確認

² 平成３４年度までの府営水の水需要は、受水市町に確認したところ、一日平
均給水量で１０８，４３６m3/日が見込まれ、一日最大給水量としては１２８，３２７m3/ 日
と推計されます。（資料2-1-②）

² 将来の水需要は、事業運営（施設整備・経営等）に大きく影響を及ぼす事項
です。社会情勢の変化や地域の動向・特性を注視するとともに、施設の老朽化
や地下水の水質悪化・枯渇等の影響による府営水への転換等、不確実な要素も
含めた府営水道の潜在的な水需要を長期的視点に立ち捉えておくことが必要で
す。

l 安心・安全な水道水を安定的に供給し、適切な事業運営を行うため、受水市
町から提供された水需要予測を十分検証のうえ、受水市町と連携しながら、府
営水道として不確実要素の影響度合いを勘案した長期的な水需要予測に取り組
みます。

l また、社会情勢の変化等に応じて、随時、点検・見直しを行います。

将来の水需要と

府営水道の適正規模

府営水道としての水需要予測
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［資料 ② 受水市町提供の水需要予測（一日平均給水量※）と一日最大給水量］ 

（単位：㎥／日） 

 
                                                            
 
 
 
 
 

 
 

広域水運用が可能であるため、

３つの浄水場を一体として捉ま

えて、府営水道全体の負荷率実

績（H24～H28 の最低値 84.5%）

により推計 

府 営 水

自 己 水

府 営 水

自 己 水

府 営 水

自 己 水

府 営 水

自 己 水

一日平均給水量

宇 治 系

木 津 系

受水１０市町全体

一日最大給水量
(府営水)

乙 訓 系

実　績

Ｈ２８ Ｈ３１ Ｈ３４Ｈ２1

推　　計　　値

負荷率８４．５％

※ 中間改訂時の予測

府営水 実績 ： 年間給水量÷年日数

自己水 実績 ： 一日平均給水量－府営水

［資料2-1-① 給水人口と水需要の推移］

a 水 需 要 の 見 通 し

² 府営水道が供給する水量は、各受水市町の水需要の動向と府営水受水割合（計
画）に大きく左右されます。（資料2-1-①）

平成３４年度までに施設の老朽化や水源水質の悪化等による自己水から府営水へ

の大幅な転換等がないことを受水市町に確認

² 平成３４年度までの府営水の水需要は、受水市町に確認したところ、一日平
均給水量で１０８，４３６m3/日が見込まれ、一日最大給水量としては１２８，３２７m3/ 日
と推計されます。（資料2-1-②）

² 将来の水需要は、事業運営（施設整備・経営等）に大きく影響を及ぼす事項
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す。
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町から提供された水需要予測を十分検証のうえ、受水市町と連携しながら、府
営水道として不確実要素の影響度合いを勘案した長期的な水需要予測に取り組
みます。
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［資料2-1-③ 一日最大給水量※と施設整備］

b 府営水道施設の適正規模将来の水需要と

府営水道の適正規模

² 府営水道では、計画一日最大給水量２３６，８００㎥/日の計画に対して、各受水
市町の水需要の動向や府営水受水割合を十分に把握した上で段階的に施設整備
を行っており、３浄水場で１６６，０００㎥/日の現有施設能力※を有しています。（資
料2-1-③）
※水源の確保量や浄水場の処理能力をもとに現在の浄水場が最大給水できる一日当
たりの水量

² 現有施設能力を維持することにより、今後の更新工事や大規模・長期の支障
に備え、府営水道全体で維持管理用の予備として1系列を確保したうえで、府営水(Ｈ
３４)の一日最大給水量１２８，３２７㎥/日の供給が可能です。（資料2-1-④）

² 水需要の減少や更新負担の増大など厳しい経営環境の中で、府営水道と受水
市町が一体となって、将来の投資を抑制（二重投資の回避等）し、住民負担の
軽減を図ることが重要です。

² 府営水道では、いずれの浄水場が被災（機能停止）した場合でも、広域水運用に
より受水市町に対して一定の水量を確保しています。さらに、受水市町の施設が機能
停止した場合でも、府民が社会活動を維持できるだけの水量を確保するには、府営
水道と受水市町が連携して、緊急連絡管接続や管路網のループ化等の対策を検討し
ていく必要があります。また、併せて、自己水も含めた施設の予備力をどの程度確保
すべきかを考えていくことが重要です。（資料2-1-⑤，⑥）

l 不確実要素の影響度合いを勘案した水需要予測をもとに、中長期的な視点か
らコスト削減とリスクマネジメントのバランスがとれた府営水と自己水の施設
全体での適正な規模について、受水市町と連携して検討します。
s 経営の観点からは、効率的な施設形態を追求
s 一方、地震等の非常時において、住民の生活に著しい支障をきたすことがないよ
う、一定の施設規模を確保
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府営水道施設の適正規模

※一日最大給水量：浄水場毎の日最大送水量の積み上げ

計画一日最大給水量：受水市町からの要望に基づく最終計画水量（「事業経営認可」における水量）
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［資料2-1-④ 府営水需要と施設規模］
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［資料2-1-⑤ リスク対策のイメージ］

［資料2-1-⑥ 現有施設能力と給水量の概念図］
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木津浄水場

ろ過池 沈殿池

着水井

３号 ２号

管理棟

機械棟

浄水池

排水池

排

泥

池

［資料 ① 経年化・老朽化資産割合（Ｈ 末）］ ［資料 ③ 更新基準年数］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［資料 ② 浄水場施設耐震診断結果と耐震化状況］ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

重要度・
優先度（大）

(1.4倍)

(1.3倍)

(1.5倍)

(1.5倍)

(1.7倍)

(2.0倍)

更新基準年数の目安として、「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管
理）に関する手引き（厚生労働省）」を参照し、全国実績や府営水道の実績も比
較考慮の上設定

区　分

建　　築

土　　木

管　　路

電　　気

機　　械

計　　装

設定

－

法定耐用
年　　　数

更新基準年数

重要度・
優先度（小）

施  設  名 経年化資産 うち老朽化資産

宇治浄水場 ３７．６％ ２５．５％

木津浄水場 ３２．６％ ２０．１％

乙訓浄水場 １４．０％ ８．３％

固定資産台帳　帳簿価格ベース：（Ｈ２８末）

　【経年化資産】：法定耐用年数
　【老朽化資産】：法定耐用年数の１．５倍超

※　法定耐用年数は、地方公営企業法で定められた減価償却の期間

　　で、必ずしも機能とは一致しない

電気室

宇治浄水場

ろ過池
沈殿池

ろ過池
１号 ２号 ３号 ４号 ５号

洗浄用貯水池

浄水池

法面

活性炭棟

オゾン棟

脱水機棟

ろ過池

送水ポンプ棟

管理棟

・
・

・

ｺ

導水ポンプ棟

着水井
ろ過池

濃縮槽

排水池

乙訓浄水場

沈殿池

ろ過池

浄水池

着水井着水井

塩素混和池

ろ過池

管理棟

濃縮槽

宇治浄水場 
沈殿池 耐震補強

乙訓浄水場 
浄水池 耐震補強

木津浄水場 
ろ過池 耐震補強

L１耐震性能不足

L２耐震性能不足

L２耐震性能満足

凡例（浄水施設耐震診断）
耐震
性能

耐震
性能

施設設置地点で発生が想定される地
震動のうち、施設供用中に発生する可
能性の高いものに対して無被害

施設設置地点で発生が想定される地
震動のうち、最大規模の強さを有する
ものに対して、生ずる被害が軽微で機
能維持が可能

 
耐震診断結果（耐震化前） 

 

平成２８年度には 
３浄水場すべての 
耐震化が完了 

耐震化状況（Ｈ 末） 

（ ～ Ｈ２３）

着水井、沈殿池、ろ過池、浄水池
洗浄用貯水池

（ ～ Ｈ２３）

　　着水井、沈殿池、ろ過池

（ ～ Ｈ２８）

　　沈殿池、ろ過池、浄水池

１００％ （耐震設計で建設）

診断の結果
耐震性あり

基　幹　施　設 非基幹施設

浄
水
場

久御山広域ポンプ場

耐震化率

１００％

１００％

１００％

施　設　名

宇治浄水場

木津浄水場

乙訓浄水場

補強工事完了

排水池

排泥池

濃縮槽

補強不要

補強不要

補強工事完了

補強工事完了
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［資料2-2-⑤ 府営水道の管路図］

管 路

² 河川・ダムから浄水場へ水を運ぶ導水管路はすべて耐震化済です。浄水

場から各受水市町へ水を運ぶ送水管路は、約４５ｋｍが非耐震管で、うち

約１２ｋｍが法定耐用年数（４０年）を超過した『経年管』となっていま

す。（資料2-2-④,⑤）

² 送水管路の耐震化は、原則として耐震継手管への布設替えとなることか

ら、莫大な費用と長期の事業期間が必要であるため、優先順位と受水市町

における耐震化を考慮した効率的・計画的な実施が必要です。

² 老朽化が進む宇治系送水管路の更新については、平成３４年度の完成を

目指し、現在、集中的に取り組んでいるところであり、木津系・乙訓系に

ついても、今後、計画的に進めることとしています。

現 状 と 課 題

l 老朽化に伴う更新は、腐食性土壌・電食環境・ポリエチレンスリーブ保

護状況を考慮し、漏水・管劣化状況を定期的に調査・診断して管路の健全

性を確認しながら実施します。

l 耐震化は、想定地震動・管材質・管継手・管径・地盤状況等から想定し

た被害の大きいところから、老朽化更新とも整合を図りながら実施します。

l 送水管路の更新は、長期に亘る事業であるため、埋設環境、道路状況及

び技術開発等の状況の変化に対応しながら効率的に事業実施に努めます。

l 宇治系管路の幹線・城陽線は、老朽化が進んでおり（平成２９年度末で

５３年経過）、耐震性の低い継手や鋳鉄管を使用しているため、集中的に宇

治系管路の更新（耐震性があるダクタイル鋳鉄管への更新）を行い、ビジ

ョン期間の平成３４年度までには実施完了します。

l 宇治系管路の完了に引き続き、液状化の可能性が高い上、耐震性が比較

的低く経年管となる木津系管路に着手していきます。

府営水道としての取組方策

数 値 目 標

※ 目標数値は更新済み区間の既設管を廃止した場合のもの

策定時
目標値

２９年度

管路の耐震化率（送水管） 39.0% 40.3% 41.0%

目標指標
２３年度
（実績）

２８年度
（実績）

目標値

３４年度

54.3%
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［資料2-2-⑥ 府営水道の電源の状況］（H28末）

［資料2-2-⑦ 浄水場・ポンプ場の受電に係る関西電力系統図］

［資料2-2-⑧ 府営水道施設の電源喪失時の対応 ］

宇治
浄水場

木津
浄水場

乙訓
浄水場

久御山
広域ポンプ場

契 約 電 力 630kW 680kW 820kW 500kW未満
（約400kW）

方 式
２回線受電
（常用＋予備）

１回線受電
（常用）

２回線受電
（常用＋予備）

１回線受電
（常用）

整備済 整備済 － 整備済

※　予備線の費用：常用線の基本料金×１０％

受
電

自家用発電設備

木津S/S

S/S S/S S/S

久御山S/S

 木津浄水場
久御山
広域ポンプ場

折居S/S 莵道S/S 大原野S/S 桂S/S

宇治浄水場 乙訓浄水場

S/S S/S S/S S/SS/S

S/SS/S

常
用
線

常
用
線

予
備
線

常
用
線

常
用
線

予
備
線

自家用発電
設 備

自家用発電
設 備

自家用発電
設 備

※ は、発電所と直接接続された変電所 ※ S/Sは、変電所 ※ は、変電所からの高圧配電線（架空線）

施　設　名 対　　　応　　　内　　　容 備　　　　考

宇　治　浄　水　場 10,000 ｍ３ 自家用発電設備の運転により浄水処理を継続

木　津　浄　水　場 11,000 ｍ３ 自家用発電設備の運転により浄水処理を継続

※導水ポンプ所の停電により取水量減量（約1,000ｍ３／ｈ）

導水ポンプ所の配
管切り替えが必要

乙　訓　浄　水　場 14,000 ｍ３ 浄水池貯留水により対応（対応可能時間：約7時間※）

久御山広域ポンプ場 10,000 ｍ３ 自家用発電設備の運転により対応

※　対応可能時間は、通常時における最短時間であり、受水状況・水運用により変動する

浄水池容量

宇治
浄水場

木津
浄水場

久御山
広域ポンプ場

1,000kVA 1,100kVA 750kVA

ガスタービン ディーゼル ガスタービン

軽油 Ａ重油 Ａ重油

燃料タンク 13,000㍑ 1,950㍑ 12,000㍑

小出し槽 950㍑ 1000㍑ 1,950㍑

計 13,950㍑ 2,950㍑ 13,950㍑

460㍑／h 120㍑／h 300㍑／h

30ｈ 24ｈ 46h運転可能時間

項　　　目

定　　　格
発電装置
燃　　　料

有
効
容
量

燃料消費量

自家用発電設備
(宇治浄水場)

自家用発電設備
(木津浄水場)

自家用発電設備
(久御山広域ポンプ場)
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